
津幡町訓令第１号 

 

                            庁 中 一 般 
                            出 先 機 関 

 

 津幡町ふるさと納税返礼品取扱要綱を次のように定める。 

 

  令和５年１月２３日 

 

                          石川県津幡町長 矢 田 富 郎 

 

   津幡町ふるさと納税返礼品取扱要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、津幡町ふるさと寄附金取扱要綱（平成２５年津幡町訓令第７号）の規定に

基づき津幡町に寄附をした町外に在住する寄附者に対し、お礼の意味を込めた津幡町の特産品

やサービス等を提供する事業者の募集及び決定並びに返礼品の取扱い及び提供に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 協力事業者 特産品等の提供をしている事業者のうち、この要綱に基づき町長の承認を受

けたもの 

 ⑵ 返礼品 津幡ブランド認定要綱（平成２７年津幡町告示第９７号）第７条第１項の規定に

より認定された津幡ブランド認定品、町内で生産されている石川ブランド製品認定制度実施

要綱第６条第１項の規定により認定された石川ブランド製品、津幡町が提供するサービスの

ほか、協力事業者が取り扱う特産品やサービス等で、この要綱に基づき町長の承認を受けた

もの 

 （協力事業者の登録要件） 

第３条 協力事業者に登録できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、各

号の要件を満たす者であっても、町長が協力事業者として適当ではないと判断した場合は承認

しないことができるものとする。 

 ⑴ 町内に事業所等がある法人、団体又は個人事業者であること。ただし、町外の事業者で、



町内で生産された農産物等を原料に加工、製造及び販売を行い、町をＰＲしていると認めら

れる場合は、この限りでない。 

 ⑵ 町税等に未納がないこと。 

 ⑶ 各種法令等を遵守した生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っていること。 

 ⑷ 津幡町暴力団排除条例（平成２４年津幡町条例第９号）第２条第１号及び第３号に規定す

るもの並びにこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。 

 ⑸ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び関係法令を遵守し、個人情

報を適切に取り扱うことができる事業者であること。 

 （返礼品の要件） 

第４条 協力事業者が提供する返礼品は、次の各号のいずれにも該当する品であること。 

 ⑴ 次のいずれかに該当するものであること。 

  ア 町内で生産されたもの 

  イ 原材料の主要な部分が町内で生産されたもの 

  ウ 製造又は加工等の工程の主要な部分を町内で行うことで付加価値が生じているもの 

  エ 町内で生産されたものであって、流通構造上近隣他市町で生産されたものと混在が避け

られないもの 

  オ 本町の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに

類するもの 

  カ アからオまでに掲げるものが返礼品の主要な部分を占め、当該返礼品と関連性のあるも

のとを合わせて提供するもの 

  キ 町内で体験又は提供できるサービス 

 ⑵ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節又は収穫時期によっ

て提供が限定的になる場合は、提供可能期間において安定供給が見込めることであること。 

 ⑶ 食料品については、寄附者へ到着後、一定期間の賞味期限が保証されるものであること。 

 ⑷ 次のいずれにも該当するものでないこと。 

  ア 金銭類似性の高いもの 

  イ その他ふるさと納税に関する総務省からの各種通知の趣旨に反するもの 

 （申請） 

第５条 協力事業者及び返礼品の承認を受けようとする者は、次の書類等を町長に提出するもの

とする。 



 ⑴ 津幡町ふるさと納税協力事業者登録申請書（様式第１号） 

 ⑵ 津幡町ふるさと納税返礼品登録申請書（様式第２号） 

 ⑶ 見本品等返礼品の詳細が分かるもの 

 ⑷ 誓約書（様式第３号） 

 （登録の承認） 

第６条 町長は、前条の申請があった場合は、ふるさと納税返礼品審査委員会（以下「審査委員

会」という。）にて当該申請の内容を審査し、登録の可否について、津幡町ふるさと納税協力

事業者登録承認（不承認）通知書（様式第４号）、津幡町ふるさと納税返礼品登録承認（不承

認）通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 （審査委員会） 

第７条 協力事業者及び返礼品登録申請の可否を審査するため審査委員会を設置する。 

２ 審査委員会は、委員長及び委員６人をもって組織する。 

３ 委員長は副町長をもって充てる。 

４ 委員は総務部長、町民生活部長、健康福祉部長、産業建設部長、教育部長、総務部企画課長

をもって充てる。 

５ 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

７ 委員長が、必要があると認めたときは、審査委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説

明を聞くことができる。 

８ 審査委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 （承認の有効期限） 

第８条 協力事業者及び返礼品の登録承認の有効期限は、承認された年度の翌年度末までとする。

ただし、有効期限の満了の日までに、協力事業者から次条による登録の取消しの申請又は町長

から第１１条第１項に規定する登録の取消通知がない場合は、自動的に１年の期間で更新され

るものとする。 

 （登録内容の変更） 

第９条 協力事業者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに津幡町ふるさと納税協力

事業者登録内容変更申請書（様式第６号）又は津幡町ふるさと納税返礼品登録内容変更申請書

（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 



 ⑴ 協力事業者の氏名、名称又は代表者を変更したとき。 

 ⑵ 返礼品の金額又は内容等を変更したとき。 

 ⑶ 返礼品の生産又は製造を廃止若しくは中止したとき。 

 ⑷ その他申請書記載事項等に変更が生じたとき。 

 （登録内容変更の承認） 

第１０条 町長は、前条の申請があった場合は、必要に応じ審査委員会にて当該申請の内容を審

査し、登録内容変更の可否について、津幡町ふるさと納税協力事業者登録内容変更承認（不承

認）通知書（様式第８号）、津幡町ふるさと納税返礼品登録内容変更承認（不承認）通知書

（様式第９号）により通知するものとする。 

 （登録の取消し） 

第１１条 町長は、協力事業者及び返礼品が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り

消すことができる。この場合において、当該協力事業者に対し、津幡町ふるさと納税協力事業

者登録取消通知書（様式第１０号）、津幡町ふるさと納税返礼品登録取消通知書（様式第１１

号）により通知するものとする。 

 ⑴ 第３条及び第４条に定める要件に適合しなくなったと認められたとき。 

 ⑵ 提出書類に虚偽があったとき。 

 ⑶ 町に損害を及ぼす行為があったとき。 

 ⑷ 第９条の規定により、取消しの申出があったとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、協力事業者が倒産した場合は、通知を省略して登録を取り消すこ

とができる。 

 （協力事業者の責務） 

第１２条 協力事業者は、この要綱の規定を誠実に順守しなければならない。 

２ 返礼品の提供において事故等の問題が生じたときは、協力事業者がその責任を負うものとす

る。この場合において、協力事業者は、当該問題の内容について、速やかに町長に報告しなけ

ればならない。 

 （雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

  


